
ガイディングツアー参加者 利用規約 

第１条（目的及び用語の定義） 

1. 本規約は、Waqua 合同会社（以下「当社」という）が運営するイ
ンターネットのホームページ（以下「HP」という）上、または当
社運営施設おいて掲載・募集する、ガイディング商品を提供する
サービス（以下「本サービス」という）に関して適用するものと
します。 

2. 「ガイディング依頼者」とは、当社と「ガイディング依頼契約」
を締結したお客様をいいます。 

3. 本規約は、当社主催のツアー全てに関し適用されます。なお、当
社主催のツアーの利用に際し、本サービスにおける個別のメニュ
ー（以下「個別メニュー」といいます）につき別異の規約が存す
るときは、その規約は、本規約の一部を構成するものとします。 

4. 当社の提携業者との間でガイディング依頼契約を締結している者
の当社の利用に対しても本規約を適用するものとし、この場合、
本規約上「ガイディング依頼者」とはこれらの者を含むものとし
ます。 

第２条（本サービスの内容） 

本サービスの内容は、当社のHPに掲載します。 

第３条（旅行業法等の適用） 

当社は旅行会社ではありません。よって、本サービスには、旅行業法その他募
集型企画旅行に関する法令の適用はありません。 

第４条（ガイディング依頼の申し込み） 

1. 当社へガイディングを依頼する者は、この規約を承認のうえ、当
社のオンライン等のガイディング依頼申し込み書から所定の事項
を入力して申し込むものとします。 



2. ガイディング依頼の申込手続は、当社が別に定める金額の申込金
を支払うことで完了とします。なお、申込者は、申込金の支払に
代えて、第６条の利用料金を先払いすることもできます。 

3. 前項の申込金は、利用料金又は取消料若しくは違約料の一部とし
て取り扱います。 

4. ガイディング依頼者は、ガイディング依頼契約の成立後、その氏
名、住所または連絡先に変更があったときは、所定の方法によ
り、当社にこれを届けるものとします。 

第５条（契約の成立時期） 

1. ガイディング依頼契約は、当社が契約の締結を承諾し、前条２項
の申込金もしくは第６条の利用料金を受理した時に成立するもの
とします。 

2. 当社は、以下の事項に該当するときは、ガイディング依頼契約の
申込みを承諾しないことがあります。 

i. ガイディング依頼契約の申込みに際し、虚偽の事項の
通知があったとき。 

ii. 申込者に、本サービスの料金の支払いを怠るおそれが
あると当社が判断したとき。 

iii. 申込者が未成年者等であって、法定代理人の同意を得
ていないとき。 

iv. その他ガイディング依頼契約の申込みを承諾すること
が、当社業務の遂行に著しい障害があると当社が判断
したとき。 

3. 当社は、ガイディング依頼契約の申込を承諾したときは、申込者
が入力したEメールアドレス宛てに返信メールを送り、これを申
込者に通知します。 

第６条（利用料金等） 



1. ガイディング依頼者は、前条３項の返信メールに記載する日まで
に、当社に対し、同返信メールに記載する金額のツアー料金を支
払わなければなりません。本サービスを利用されるときの料金及
び申込料金は、当社HPに掲載します。 

2. 利用料金等は、当社指定の銀行口座に振り込む方法、クレジット
カード、オンライン決済システム、現場での現金により支払わな
ければなりません。銀行振込により支払う場合、振込手数料はガ
イディング依頼者が負担するものとします。 

第７条（ガイディング依頼申込資格） 

1. ガイディング依頼の申込資格は、２０歳から６９歳までの男女と
します。但し、一度、当社にガイディング依頼をいただきツアー
に参加された方に関しては、７０歳以上であっても参加資格を有
します。 

2. 前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する方は、ガイディン
グ依頼の申込みはできません。 

i. 未成年者（但し、保護者同伴であれば可） 

ii. 糖尿病、高血圧、心臓病、脳障害、てんかん等、ツア
ー参加が困難となる疾病をお持ちの方、もしくは、現
在治療ないし投薬を受けられている方（但し、担当医
の診断書があれば参加可能） 

iii. 身体障害もしくは知的障害をお持ちの方（但し、担当
医の診断書があれば参加可能） 

iv. いわゆる暴力団と称される組織または暴力団構成員と
認められる者 

v. その他前各号に準ずる者 

第８条（ツアーの中止・変更等） 

1. 天候その他の事情により、ガイディング依頼者の安全のため、ツ
アーの開始前もしくは開始後であっても当該ツアーを中止あるい



は行程・日程を変更することがあります。この場合、中止・変更
の判断は当社側において行います。 

2. ツアー開始とは、登山口からの出発時間を基準とし、この時間の
経過をもってツアー開始とみなします。 

3. 第１項により当該ツアー開始前に中止が決定したときは、ガイデ
ィング依頼者より受領済の料金について、ツアー実施のために当
社が負担した実費（ガイドの交通費、宿泊費等）をツアー参加人
数で按分した金額を控除した金額を返金いたします。但し、ツア
ー当日に中止と判断された場合には、申込料相当額については返
金いたしません。 

4. 第１項により当該ツアー開始前にツアーの行程もしくは日程が変
更され、この変更を理由にガイディング依頼者がガイディング依
頼契約を当該ツアー開始前に解除した場合、受領済み利用料金か
らツアー実施のために当社が負担した実費（ガイドの交通費、宿
泊費等）をツアー参加人数で按分した金額を控除した金額を返金
いたします。但し、ツアー当日に解除された場合には、申込料相
当額については返金いたしません。 

5. 本条第１項は、ガイディング依頼者の数が、各個別メニューにお
いて規定する最少催行人数を下回った場合にも適用されるものと
します。 

6. 第１項により当該ツアーの開始後に中止・変更が決定したとき
は、ツアーの実施状況に応じて返金額を決定いたします。 

7. 第３項、第４項及び前項に基づき返金する場合、返金に伴う振込
手数料は、ガイディング依頼者の負担とします。 

第９条（最少催行人数） 

1. 当社は、各ツアーの最少催行人数を定め、参加者の数が当該ツア
ーの最少催行人数に達しなかったときはツアーを中止することが
できます。 

2. 前項の場合でも、ガイディング依頼者は、当社の定める割増料金
を支払うことでツアーの実施を要求することができます。 



第１０条（ガイディング依頼者との連絡） 

1. ガイディング依頼者への連絡・通知は、本規約に特段の定めのな
い限り、原則として、登録時（または変更通知時）に申告されたE
メールまたは電話番号を使用して行います。 

2. 前項のEメールまたは電話番号による連絡・通知は、当社のEメ
ールサーバまたは電話から発信されたことをもって到達したもの
とみなします。会員のEメール環境の不備や伝達経路の不備によ
り配信されない場合、当社は一切の責任を負わないものとしま
す。 

3. ガイディング依頼者から当社への連絡・通知は、当社Eメールま
たは電話のみによるものとします。ガイディング依頼者のEメー
ル環境の不備や伝達経路の不備により配信されない場合、当社は
一切の責任を負わないものとします。 

第１１条（権利の譲渡等） 

1. ガイディング依頼者は、本サービスを受ける権利を第三者に譲
渡、売買、名義変更等移転をしたり、担保を設定することができ
ないものとします。 

2. 本サービスを受ける権利は、相続により相続人に承継することは
できないものとします。 

3. ガイディング依頼者が死亡したときは、当社との契約は自動的に
解除されるものとします。 

第１２条（ガイディング依頼者からの解除等） 

1. ガイディング依頼者は、いつでも第１５条に定めるキャンセル料
を当社に支払ってガイディング依頼契約を解除することができま
す。 

2. ガイディング依頼者は、ガイディング依頼契約の成立後、当該ツ
アー開始の１５日前までの間、契約したガイディング依頼の日程
を、定員等の制限のない限りにおいて、当初予定日以降の開催日
に変更できるものとします。 



なお、ツアー開始の１５日前を経過した後の日程変更はできない
ものとし、この場合は、本条第１項による契約解除および第１５
条のキャンセル料支払いのうえ、再度ツアー契約の申込を行うも
のとします。 

第１３条（当社からの解除―ツアー開始前の解除） 

1. 当社は、次に掲げる場合において、ガイディング依頼者に理由を
説明して、ツアー開始前にガイディング依頼契約を解除すること
があります。 

i. ガイディング依頼者が、当社があらかじめ明示した性
別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満
たしていないことが判明したとき 

ii. ガイディング依頼者が病気その他の事由により、当該
ツアーに耐えられないとガイドが判断したとき 

iii. ガイディング依頼者が他の参加者に迷惑を及ぼし、ま
たは団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき 

iv. ガイディング依頼の申込に際し、虚偽の事項を通知し
たことが判明したとき 

v. 第６条の利用料金を、支払期日を経過しても支払わな
いとき 

vi. クレジットカードを利用して支払手続をとった場合
に、当該クレジットカード発行会社から、当該クレジ
ットカードの利用を認められなくなったとき 

vii. ガイディング依頼者の数が最少催行人員に達しなかっ
たとき 

2. 前項第１号ないし第６号に記載された事由により、当社が契約を
解除した場合は、既に受領済みの申込金については返還いたしま
せん。 

第１４条（当社からの解除―ツアー開始後の解除） 



1. 当社は次に掲げる場合において、ツアー開始後であっても、ガイ
ディング依頼者に理由を説明して、ツアー契約の一部を解除する
ことがあります。 

i. ガイディング依頼者が病気その他の事由によりツアー
の継続に耐えられないとガイドが判断したき 

ii. ガイディング依頼者がツアーを安全かつ円滑に実施す
るためのガイドの指示に従わないなど団体行動の規律
を乱し、当該ツアーの安全かつ円滑な実施を妨げると
き 

iii. ガイディング依頼者が第１７条３項に規定する参加同
意承諾書に署名しないとき 

2. 当社が前項の規定に基づいて日帰りツアー契約を解除したとき
は、当社とガイディング依頼者との間の契約関係は、将来に向か
ってのみ消滅します。この場合において、ガイディング依頼者が
既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、
有効な弁済がなされたものとします。 

3. 前項の場合において、当社は、ツアー利用料金のうちガイディン
グ依頼者がいまだその提供を受けていないサービスに係る部分を
ガイディング依頼者に払い戻します。 

第１５条（キャンセル料） 

1. 第５条１項記載の契約成立後において、ガイディング依頼者が、
第１２条により契約を解除するときは、下記基準に基づきキャン
セル料を申し受けます。 
ツアー実施日の15日前まで：無償 
ツアー実施日の14日前～11日前まで：利用料金の１０％ 
ツアー実施日の10日前～8日前まで：利用料金の２０％ 
ツアー実施日の7日前～2日前まで：利用料金の３０％ 
ツアー実施日の前日：利用料金の５０％ 
ツアー実施日の当日：利用料金の１００％ 

2. キャンセル料につき、個別メニューに前項と異なる定めがあると
きは、個別メニューの定めを優先します。 



3. ガイディング依頼者からの解除の通知は、第２３条に定める当社
営業時間内にしていただくことを原則とします。営業時間外にE
メール等で解除の通知がなされた場合には、翌営業日扱いとしま
す。 

4. 当社は、第１項に定めるキャンセル料が発生する場合、お支払い
いただいた料金から該当するキャンセル料を除いた残金につい
て、原則として、個別メニュー実施日から１４日以内にご返金の
手続きをいたします。なお、集金代行システム業者及びクレジッ
トカードでお支払いいただいた場合、集金代行システム業者及び
クレジットカード決済会社での手続き上、翌月のご返金となる場
合がありますのでご了承ください。 

5. 前項記載の残金の返金に伴う振込手数料は、ガイディング依頼者
の負担とします。 

6. 本条第４項記載の残金の返金及びその他当社からガイディング依
頼者への返金の方法としては、銀行振込による払い戻し、若しく
は返金額相当のTポイントでの払い戻しをガイディング依頼者が
選択することができます。 

第１６条（ガイディング依頼者の義務） 

1. ガイディング依頼者は、インターネットサービス利用に関する一
般的なモラルおよびマナーを遵守するものとし、以下の行為を行
わないものとします。 

i. 本サービスにより利用可能な情報を改ざん・消去し、
または有害なコンピュータープログラムを送信するこ
と 

ii. 当社、他のガイディング依頼者または第三者の権利・
プライバシーを侵害し、あるいはこれを誹謗・中傷
し、名誉・信用を傷つけること 

iii. 事実に反する情報、または意味のない情報を送信し、
あるいは本サービス用の設備に過大な負荷を生じさせ
る情報を送信すること 



iv. 犯罪行為その他法令に違反する行為、または公序良俗
に反する行為 

v. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれの
ある行為 

vi. その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこ
れらに類する行為 

2. 当社は、前項各号に該当する行為を発見したときは、その行為の
結果の削除、当該行為を行ったガイディング依頼者の利用停止、
その他改善するに相当と判断した措置を行うことができるものと
します。但し、これらを行うべき義務を負うものではありませ
ん。 

第１７条（ガイディング依頼者の責任） 

1. ガイディング依頼者が本サービスの利用にともない、自ら行った
行為の結果は、過失の有無を問わず、そのガイディング依頼者が
すべて責任を負うものとします。 

2. 前項記載の行為により、当社もしくは他のガイディング依頼者ま
たは第三者に損害をあたえたときは、当該行為を行ったガイディ
ング依頼者が、自己の責任と費用において解決するものとしま
す。 

3. ガイディング依頼者は、ツアー当日に、当社が指定する参加同意
承諾書に署名するものとします。 

第１８条（旅行保険への加入） 

ガイディング依頼者は、本サービスの利用にあたって募集時に指示のあった場
合は、次のいずれかの救援者費用を含む保険に加入していなければならない。 
１）すでにガイディング依頼者が加入している旅行保険等 
２）ツアーの参加申し込み時に当社を通じて加入できる保険 
保険会社：東京海上日動 掛け金：500円 
＜保障内容＞  
死亡・後遺障害：10,000,000 円 入院/通院保険金日額：7,000円/3,000 円 
賠償責任担保：30,000,000 円 救援者費用：1,000,000 円 



 
 

 

第１９条（責任） 

1. 当社は、本サービスの提供に当たり、社会通念上相当の注意をも
ってガイディング依頼者の安全確保に努めます。また、当社は、
損害賠償責任保険に加入しております。 

2. 本サービスの提供に当たり、事故が発生した場合のガイディング
依頼者に対する損害賠償については、第１８条に規定する保険に
よるものとし、当該保険の補償限度額を超える損害については、
当社はその責任を負担しないものとします。 

3. 本サービスの内容は、開始点（登山口）から終了点（下山口）ま
でのガイドであり、その前後の移動については本サービス及び当
社の責任の範囲外となります。 

4. 当社のHPに個別メニュー提供業者その他第三者のリンクを貼っ
た場合、リンク先のHPより取得した情報、またはリンク先にて
会員が行った行為に基づく損害については、当社は責任を負いま
せん。 

第２０条（秘密保持及び個人情報の保護） 

1. 当社は、本サービス及びこれに付随するサービスを提供するにあ
たり、ガイディング依頼者の個人情報（氏名、住所、連絡先、宿
泊予定、利用情報などの会員登録情報）を保護し、個人情報保護
は社会的な責任であり不可欠な要件であるとの認識から、個人情
報保護方針を設定します。 

2. 当社は、個人情報を取り扱う業務の遂行にあたっては、政府指導
による「民間部門における電子計算機処理に関わる個人情報保護
ガイドライン」および「情報サービス業個人情報保護ガイドライ
ン」を遵守するとともに、社内規定に準拠して行動します。 

第２１条（秘密保持） 



当社は、本サービスの提供に関連して知り得た会員の登録情報を利用目的を超
えて第三者に開示し、または漏えいしないものとします。 
ただし、次の場合はこの限りではありません。 

i.当社が特定の会員の行為が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合、その会員の登録
内容を当該第三者や警察または関係諸機関に通知すること 

ii. 当社が、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまた
はこれらに準じた権限を有する機関から、特定の会員の登録内容
についての開示を求められた場合、これに応じてその会員の登録
内容を当該機関に開示すること 

iii. その他個人情報保護法及び他の法令に定める場合 

第２２条（個人情報の利用） 

ガイディング依頼者は、当社が、当該ガイディング依頼者の個人情報を、以下
の利用目的に利用（第三者への提供を含みます）することに同意するものとし
ます。 

i.本サービスの提供、ガイディング依頼者の本サービス利用の際の認証、連絡、料金請
求等 

ii. 本サービスから個別メニューを利用する際に、当社の行う予約業
務、及びこれに伴うメニュー提供業者への提供 

iii. 本サービスの提供及びこれに関連する情報及び商品またはサービ
スの提供、会報誌、メールマガジンの送付 

iv. 本サービス運営のためのガイディング依頼者からの連絡、問い合
わせまたは苦情への対応、連絡 

v. 本サービスにかんれんする情報、商品およびサービス案内の、当
社またはメニュー提供業その他当社提携先からガイディング依頼
者への個別案内 

vi. 当社またはメニュー提供業者、当社提携先における商品またはサ
ービス等の改良、企画開発、マーケティング 

vii. ガイディング依頼者契約の解除その他契約関係の解消 



第２３条（当社住所・連絡先・営業時間・定休日） 

当社の住所、連絡先、営業時間、定休日は下記の通りです。 
記 
〒399-3802 
長野県上伊那郡中川村片桐５０１５ 
Waqua 合同会社 

第２４条（遅延損害金） 

本サービスの利用に伴い、ガイディング依頼者が当社の支払債務を負うとき
に、支払期限までに支払がなされないときは、ガイディング依頼者は、支払期
限の翌日から支払済みまで、年１４．５％の損害金を支払うものとします。 

第２５条（準拠法） 

本規約の解釈、運用等は、日本国の法令に準拠するものとします。 

第２６条（合意管轄） 

当社とガイディング依頼者との間の一切の訴訟については、伊那簡易裁判所ま
たは長野地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
 

 


